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本日ご議論いただきたい内容

• 第108回制度検討作業部会（2025年10月29日、以下「第108回作業部会」という）、第109回制度検討作業部会

（同年12月12日、以下「第109回作業部会」という）において、2026年度以降※１の需給調整市場の対応方針につ

いてご議論いただいた。募集量を適正化し、調整力調達コストの高騰を防ぐ観点から、2026年度以降、前日取引化

する一次～三次①（以下「複合市場※２」という）における募集量・上限価格を見直す方向性について様々なご意見

をいただいた。今回は前回までの議論を踏まえ、その具体的な水準と、今後の需給調整市場における対応方針につい

て改めてご議論いただきたい。

※１：「2026年度以降」とは、一次～三次①の前日取引が開始される2026年３月13日の取引（3月14日受渡分）以降を示す。

※２：需給調整市場のうち一次～三次①の取引を行うものを「複合市場」という。

• 調整力の確保の重要性が増す中で、需給調整市場の市場運営の健全性を担保するために、運営主体の位置づけについ

て、ご議論いただきたい。

• 需給調整市場を運営する一般社団法人電力需給調整力取引所（以下「EPRX」という）において、昨年12月の意見募

集も踏まえて、2026年度の売買手数料単価を0.06円/ΔkW・30分に引き上げることが検討されており、これについ

てご報告する。
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第109回作業部会でいただいた主なご意見

• 募集量を削減し、応札状況を見て増加を検討する方針に異存はないが、周波数維持・安定供給の観点から1σ相当以上の確保が望ましい。

• 今後、競争状況を確認して募集量を増やす際、広域融通もあるが、エリアごとの競争状況の違いという視点も必要。

• 本来、競争原理による調達費用低減を目指すべきであり、応札状況を確認した上での募集量の増加も検討いただきたい。

• 調整力調達コスト抑制の観点から募集量の削減は理解。上限価格の適切な水準は難しいが、事業の予見性やファイナンス面の影響が出

る可能性がある。一定のトリガーを設けて、募集量・上限価格を見直す必要がある。

• 募集量削減・上限価格の引下げは、予見可能性の著しい低下、投資検討中の案件への影響に鑑み、一定期間の検証を経て実施すること

が望ましい。上限価格は、事業者ヒアリング等を丁寧に行い、参入が期待できる水準とすべき。一連の措置は、市場が成熟するまでの

暫定的な措置と理解。

• 上限価格は、高速商品の調達の重要性という従前の議論も踏まえ、大幅な減額には慎重であるべき。

• 一定程度の上限価格の引下げは適正だが、前日取引化後の動向を確認しながら段階的な引下げを検討してはどうか。

• あまりに高い札を入れている事業者の排除措置は必要。先に上限価格を引き下げ、募集量は、一旦撤退してしまうと、次に金融機関か

らの資金調達や事業再開が難しくなることもあるので、前日取引化後に段階を踏んだ方がよい。上限価格の引下げも段階的にすべき。

• 一部の高値札を排除する観点から、暫定的な措置として上限価格の引下げは有効。前回の水準も許容可能だが、前日取引化の効果を見

極めていただきたい。また、募集量を増やす際、応札状況に加え、市場のポテンシャル、事業者のニーズも踏まえて検討いただきたい。 

• 上限価格の見直しは、一次調整力の各種リソースのコスト構造を把握した上で、明確かつ合理的な考え方に基づくものとし、その見直

し頻度、状況を明らかにする必要がある。募集量削減を先行して応札行動の変化を見極めながら、見直しを図ることがよい。

• 上限価格は、調整力の調達費用に直結し、託送料金単価に影響を及ぼす可能性もある。これを見直しても調整力の安定調達に問題ない

ため、一定程度の引下げは合理的。まずは上限価格を引き下げ、応札状況を踏まえて更に適切な水準に見直すのも一案。
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１．2026年度以降の需給調整市場における対応

２．需給調整市場の運営主体の位置づけ

３．（ご報告）需給調整市場の売買手数料について
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2026年度以降の需給調整市場における対応（１／２）

• 第103回制度検討作業部会（2025年5月28日）においては、2026年度以降も必要な範囲で取引安定化の措置を順次

講じていくとされた。これを受けて、第108回・第109回作業部会において、2026年度以降の需給調整市場の対応

方針についてご議論いただいた。応札未達を解消し、調整力調達コストの高騰を防ぐため、一次、二次①等の募集量

の削減と合理的な上限価格の設定の方向性についてはおおむねご賛同いただいた一方、募集量の削減と上限価格の大

幅な引下げを同時に行うことで、新規リソース等の事業者の事業予見性が損なわれる懸念、将来的に募集量を増やす

必要性についてご指摘いただいた。

• また、複数の事業者との意見交換を行った結果、需給調整市場への中長期的な参加のためには、安定した約定機会が

確保され、一定の予見性が確保されている市場の形成が望ましいという意見をいただいた。

• 市場で取引される調整力の厚みが増すためには、継続的に調整力を供出するリソースが参入しやすい市場を形成する

必要がある。他方、引き続き市場への応札不足が懸念される現在の状況下では、募集量と応札量が乖離していること

による調整力調達コストの高騰を防ぐ必要がある。

• そこで、前日取引化するタイミングでは、複合市場の状況を予断することができないため、募集量・上限価格につい

て一定の措置を講じた上で、市場への応札状況等をモニタリングし、一定の約定機会を確保しながら競争的な環境が

形成されるまでの間、調整力調達コストの高騰を抑制できるように募集量・上限価格を見直すこととしてはどうか。



2026年度以降の需給調整市場における対応（２／２）

• 前日取引化が実施されるタイミングで、一次・二次①・複合商品における募集量・上限価格について、以下のとおりと

してはどうか。

◼ 募集量：現在の３σ相当量から1σ相当量※まで削減する

◼ 上限価格：現在の19.51円/ΔkW・30分から15円/ΔkW・30分に引き下げる
（ただし、市場における競争状況に改善が見られない場合、10円、7.21円/ΔkW・30分等と段階的に引き下げる）

• その上で、例えば、系統用蓄電池の接続検討申込の件数が急増していることなども踏まえると、今後、新規リソースの

参入により、需給調整市場への応札量が増加することも予想される。適切な競争環境と十分な約定機会を確保する観点

から、市場において十分な競争が働いていることが確認できた場合には、募集量を増加させることとしてはどうか。ま

た、市場における競争状況に改善が見られれば、それ以上の上限価格の引下げは行わないこととしてはどうか。

• 市場における競争状況について、前日取引開始後、１か月、２か月、３か月、６か月などの一定の期間における実績

（例えば、募集量に対する応札量の状況、応札価格の分布、余力の価格水準）を確認し、その検証結果を踏まえて判断

することとしてはどうか。その際、エリアや商品等による市場の状況の違いにも留意することとしたい。

※専用線の構築が不要な「一次オフライン枠」の調達上限は、電力の安定供給の観点から、一次の必要量（電力需要の変動に相当する平常時分と、電源脱落時の対応に相当す

る異常時分の合算）のうち平常時分の3σ相当値とされている。

今回、一次の募集量を３σ相当値から１σ相当値に削減することに伴い、一次オフライン枠の調達上限も、平常時分の1σ相当値まで引き下げる。
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（参考）2026年度の募集量削減の影響について

• 第56回需給調整市場検討小委員会（2025年6月3日）において市場外調整力を募集量から控除する取扱いの期限は

2026年3月とされており、2026年度は応札量が募集量に満たない市場環境となる懸念があった。

• 2026年度において、一次、二次①の募集量を1σ相当に統一することにより、応札量が募集量に満たない市場環境が

一定程度是正され、適正な競争環境の形成が期待される。
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複合商品

募集量の適正化市場外調整力控除の終了

募集量の適正化市場外調整力の控除の終了
市場外調整力の控除の終了

（出所）第57回需給調整市場検討小委員会 資料2、送配電網協議会の提供資料を基に資源エネルギー庁作成

[MW/取引単位] [MW/取引単位]

※揚水随意契約による募集量削減の影響は含まない

2026年度募集量見込量（3σ相当量）

2026年度募集量見込量（1σ相当量）

2026年度応札見込量（アンケート結果*に基づく量）

2025年度募集量
一次・二次①：3σ相当量+市場外調整力の控除

複合：1σ相当量+市場外調整力の控除

*電力需給調整力取引所の取引会員に対して、2026年度の準備状況および市場外調整力控除による 影響等の調査のため、電力広域的
運営推進機関、EPRX、資源エネルギー庁が連名で行ったもの。
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１．2026年度以降の需給調整市場における対応

２．需給調整市場の運営主体の位置づけ

３．（ご報告）需給調整市場の売買手数料について
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需給調整市場の運営主体の位置づけ

• 現在、需給調整市場は、EPRX（一般社団法人電力需給調整力取引所）※１が私設・任意で運営しているが、第89回

制度検討作業部会（2024年２月28日）において、法的な位置づけについて、今後の検討課題とされていた。

※１：2021年に任意組合の形態で設立され、2024年に、市場運営の安定性、透明性・中立性を向上させる取組の１つとして、一般社団法人化した。

• 変動性再生可能エネルギーの大量導入に伴い、調整力の確保がますます重要となる。また、同時市場の導入に向けた

検討が進められる中で、スポット市場※２などのkWh市場に加えて、ΔkW市場である需給調整市場についても、適正

な競争の確保、市場運営の健全性の担保が求められており、第４回次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会において

も、需給調整市場の運用改善に向けた取組を進めていくこととされた。

※２：スポット市場等については、電気事業法に基づき、一般社団法人日本卸電力取引所（JEPX）が、経済産業大臣の指定を受けて市場を開設している。

• 需給調整市場の市場運営の健全性が担保されるよう、運営主体に対し、運営報告やガバナンスの適切性確保等が担保

されるよう、法制度上の措置も含めた検討をすることとしてはどうか。
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第89回 制度検討作業部会
(2024年2月28日) 資料５－１

（参考）第89回制度検討作業部会における御議論
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第4回 次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会
(2025年12月17日) 資料８－２
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１．2026年度以降の需給調整市場における対応

２．需給調整市場の運営主体の位置づけ

３．（ご報告）需給調整市場の売買手数料について
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（ご報告）2026年度の需給調整市場における売買手数料について

• EPRXにおいては、市場運営業務に要する経費に相当する売買手数料※を、需給調整市場にて取引を行う取引会員

（売り手）と一般送配電事業者（買い手）の双方から収受している（2025年度現在：0.03円/ΔkW・30分）。

※需給調整市場の売買手数料は、需給調整市場ガイドラインにおいてΔkW応札価格に含めることが認められている。

• この売買手数料の水準は、EPRXの設立当時から、市場運営に実際に要する経費を基本としつつ、過年度の過不足分

を調整するという「収⽀相償」の考え方に基づいて、定められている。

• EPRXとしては、2026年度以降の複合市場の前日取引化・30分取引化等に伴うシステム改修費用、ベンダーに⽀払

う保守費用といった市場運営費用の増加を主な要因として、2026年度の売買手数料単価を0.06円/ΔkW・30分に

引き上げる意向。

• 上記の内容について、昨年12月、手数料決定プロセスの一環として、市場参加者への意見聴取が行われ、今後、

EPRX内での適切なプロセスを経て、2026年度の売買手数料単価を0.06円/ΔkW・30分に引き上げる決定がなされ

る予定。
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（参考）EPRXにおける2026年度売買手数料単価の見通し

（出所）電力需給調整力取引所HP（需給調整市場2026年度売買手数料単価の見通しの公表および取引規定の改定に係る意見募集について）より抜粋
https://www.eprx.or.jp/j_information/2025/12/11_0955.php ）

https://www.eprx.or.jp/j_information/2025/12/11_0955.php
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（参考）今後の手数料算定の方針について 第89回制度検討作業部会
(2024年2月28日) 資料５－１
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